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地震防災訓練」を実施します「

国土交通省中国地方整備局では、大規模地震による災害を想定し、職員の

防災対策能力の向上を図ることを目的として 「防災の日」に合わせて下記、

のとおり地震防災訓練を実施します。

平成２０年９月１日（月） ８：００～１２：００○訓練日時

災害対策本部：広島合同庁舎２号館８階災害対策室○訓練場所

災害対策支部：鳥取河川国道事務所他

○鳥取河川国道事務所の主な訓練内容

【第１部】地震発生時の初動体制の確立 〔８：００～〕

①職員非常参集訓練 ②庁舎の安全点検 ③安否確認訓練

④災害対策支部設営訓練 等

【第２部】地震発生初動期の防災業務実施 〔８：３０頃～〕
①所管施設の点検及び被害状況等の報告
②応急復旧対策工法立案訓練

※なお今年度の新たな取り組みとして 「安否確認システム」を活用し、
た安否報告 「災害情報共有プラットフォーム」を活用した情報共有、、
補助、利水ダムの臨時点検及び情報伝達を実施します。
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１．目 的
この訓練は、大規模地震発生時において、迅速かつ的確な災害対策業務を遂

行することにより、二次災害・被害拡大の防止、円滑な復旧・復興に資すると

ともに、ひいては国民の安全、生命及び財産の保全を目的とし実施するもので

す。

このため、発災直後の災害応急対策の局面での、初動体制の確立、被災状況

の迅速かつ正確な把握・伝達、及び的確な指揮・対策等の訓練を実施し、防災

体制の確認を行います。

「地震防災訓練」は、昭和６２年から９月１日の「防災の日」および８月３

０日から９月５日までの「防災週間」とあわせて毎年実施しており、今回で２

２回目となります

２．訓練テーマ
地震災害に対応するため、中国地方整備局災害対策本部及び鳥取河川国道事

務所他、各災害対策支部は地震発生直後から訓練を開始し、職員の参集、初動

体制確立の確認、所管施設の点検、被害状況の把握及び情報伝達等の訓練をお

こないます。

なお鳥取河川国道事務所においては、携帯電話（カメラ 、Ｅ－ｍａｉｌ、）

ＣＣＴＶ等のＩＴ機器を活用した情報の収集、伝達も合わせて行います。

３．訓 練 日 時

平成２０年９月１日（月） ８：００～１２：００

４．訓練参加者
中国地方整備局及び鳥取河川国道事務所の他、

管内の河川･道路･ダム･公園･港湾空港の事務所（管理所）

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、広島市、呉市

他関係機関 計１９機関 約２，０００名が参加予定

※鳥取河川国道事務所支部では約６０名が参加予定

５．訓 練 場 所
災害対策本部：広島合同庁舎２号館８階災害対策室

災害対策支部：鳥取河川国道事務所他、各事務（管理）所



６．訓 練 想 定

平成２０年９月１日（月）午前８時に、山口県下関市付近を震源とする

地震が発生。

この地震により震源地付近で震度６強、また中国地方の各地で震度６強

～震度４の揺れを観測した。

この想定のもと、鳥取河川国道事務所管内でも震度５弱の揺れを観測し、職

員等の非常参集訓練を行うとともに、管内の被災状況の情報伝達、指揮・対策

及び広報活動等の訓練を行います。

７．主な訓練スケジュール

時 刻 実 施 内 容 等

【第１部】

８：００ ・地震発生（鳥取河川国道事務所「警戒体制」発令）

全職員：勤務地へ参集開始（敷地内駐車場へ参集）

安否確認システムを活用した安否報告

・庁舎点検担当者による庁舎点検

・参集した職員により災害対策本部の設営開始

８：３０頃 ・災害対策支部の設営完了

【第２部】

８：３０頃～ ・所管施設の点検報告 、復旧情報報告等の情報伝達、

９：００頃 ・被害箇所状況報告

災害情報共有プラットフォームを活用した情報共有

１０：００頃～ ・応急復旧工法立案訓練

１２：００頃 ・応急復旧完了

・訓練終了

※訓練の都合上、訓練時刻は前後することがあります。

８．訓練の変更・中止等
訓練当日、風水害等により防災体制をとる必要が生じた場合は、訓練を中止

又は延期する場合があります。


